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１ 令和 2 年度第 1 回理事会開催等について!! 

 5月 8日新型コロナ感染症対策により、三密を避け森林会館会

議室において、ドア・窓を開放し、テーブルに 1名づつ着席した

うえで松田理事長、安部副理事長、鈴木専務の 3名による標記理

事会が開催された。その他理事全員から書面決議をいただいてい

て理事会は成立し、提案された議案は(1)総会日程案(2)総会提案

議案(3)役員補充案等の案件全てが全会一致で承認された。 

その結果、令和 2年度山形県木材産業協同組合第 46回通常総会は 5月 28日森林会館会議

室にて、理事会同様の少人数開催（一般会員は書面決議）されることとなった。 

２ 令和 2 年度第 46 回木産協通常総会について!! 

 5月 28日森林会館会議室にて、山形県中小企業団体中央会の指導を受け、理事会同様の

新型コロナ感染症対策を講じながら、令和 2年度山形県木材産業協同組合第 46回通常総会

を開催した。例年、会員と賛助会員、行政・業界関係来賓者等多くの参加者のもとで開催

してまいりましたが、賛助会員と来賓には事前に出席要請を差し控えさせていただく案内

とし、会員には書面決議をお願いしたので理事会同様の 3名の役員で開催した。 

 総会は会員総数 144 名のうち、書面決議提出 115 名、出席理事 3 名により 82％の参加と

なり、定款第 38条の組合員の半数以上が出席しており総会成立が確認された。 

松田理事長挨拶のあと、理事長が議長となり次第に沿って各議案とその他の説明が専務理

事からあり、各議案とその他の承認事項（役員補充）が

賛成多数で原案どおり議決された。  続いて山形県木

材産業政治連盟通常総会が開催され、総数 144名のうち、

書面決議提出 115 名、出席理事 3 名により 82％の参加

となり、各議案が賛成多数で原案どおり議決された。 

 今後、令和 2年度版会員名簿を送付しますので、会費

の納入についてお願いします。また、退会者への出資金

の返還等も同日付で執行しました。 
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1. 第 1 回理事会開催について!! 

山 形 県 木 材 産 業 協 同 組 合 

〒990-2473 山形市松栄 1-5-41 

TEL.023-666-4800 FAX.023-646-8699 

URL:http://www.mokusankyo.jp 

E-mail:yamawood@mokusankyo.com 

4. ＪＡＳ実証支援事業第 2 期募集!! 

  5. 原木の保管費用等支援‼ 

 

2. 第 46 回木産協通常総会について!! 

3.  木塀（外構木質化支援事業）開始!!  
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6. 過剰木材在庫利用緊急対策事業!! 

 

 

令和２年度木産協 各部会総会 は書面決議での参加となります!! 

７月初めの第６回林業労働安全大会はコロナのため中止します!! 
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3 木塀事業（外構木質化支援事業）受付開始!!  

 全木協では外構木質化支援事業を 6月 1日から受付を開始する。昨年からの変更点をお知

らせしますので、ホームページ kinohei等でご確認ください。（6/1 だけで第 1期分締切） 

 始めに事業申請が電子申請となったことです。申請

前に利用者登録からスタートです。資格要件として、建

設業の許可又は建築士免許が必要となります。その後、

事業申請（電子申請と添付書類の郵送）となり、審査後

実証事業開始となります。補助金の交付申請手続きは 8

月頃になる予定です。第 2期開始日程は未定。 

 木塀は助成額 17,500円／ｍ（クリーンウッド法登録

事業者は 30,000円／ｍ）で、木材使用量が 0.1㎥以上

且つ 0.04㎥／ｍ、上限額が 1,300,000円／箇所（ＣＷ

法 2,200,000円／箇所）となる。 

木製デッキは 100,000 円／㎥（ＣＷ法登録業者は

150,000 円／㎥）で木材使用量は 0.2 ㎥、上限額が

1,000,000円／箇所（ＣＷ法 1,500,000円）／箇所。 

 その他の外構施設（パーゴラ、カーポート）は今年度

から対象外となる。新型コロナウィルス感染症対策の

影響もあり、東北ブロックや山形県内での説明会は実施しない予定であり、ホームページに

電子申請の手引きが掲載されていますので、熟読の上、東京の全木協連へ申請願います。 

４ ＪＡＳ実証支援事業（内容拡充）第２期募集中!! 

 全木連ではＪＡＳ実証支援事業を 5 月 28 日から第 2 期受付を開始した。継続事業ではあ

るが、対象物件の変更や助成金額の変更があるのでホームページでご確認ください。 
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５ 原木の保管費用等を支援（林野庁補正予算情報） 

新型コロナウィルス感染拡大によ

り、経済活動全体の停滞などの影響

から、国内外の木材需要の減少やこ

れに伴う製材・合板・集成材工場の減

産、入荷制限等といった事態が起こ

っており、事業者の事業継続に影響

が生じています。このため、滞留して

いる原木の保管費用等を支援するも

のです。対象は運搬経費、借地料、防

腐処理費用等です。5 月 27 日に閣議

決定されました。今国会で審議後、全

木連から要綱要領が発表され、7月に

は実施見込みです。正式予算名は「輸

出原木保管等緊急支援事業」（補正予

算額 991,000,000円）です。素材部会

会員にはチラシ配布しています。 

６ 過剰木材在庫利用緊急対策事業のお知らせ（林野庁補正予算） 

  新型コロナウィルス感染拡大により、木材需要の減少や行き場のなくなった原木を有 

効活用するために公共施設等における木材利用を支援します。 

  支援水準 ： 工務店等の施工者が木材を活用する際の経費（材料費・工事費等）に 

 ついて以下の水準で支援する。対象は公共建築物等木材利用促進法に基づく公共施設等 

  ・構造材 床面積  39,000円／㎡  

  ・内装材 内装面積 12,000円／㎡  

  ・外構材 延長   17,500円／ｍ  
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詳細はホームページをご確認ください。 

https://mokuzai-zaiko.jp/ 

全国木材組合 

連合会 

工務店等 

施工者 

定額 
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7 住宅着工状況 

 令和 2 年 4 月期の県内新設住宅着工戸数は 543 戸となり、対前月比 131.24％、対前年同月比 107.5％、前年累計比は 98.8％となった。

地域別では山形市、東根市、米沢市、鶴岡市、高畠町が伸びている。木造率は 90.1％。全国的にはコロナ感染症により大きく減少した。 
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